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委員会ニュース

①
松
前
町
情
報
公
開
条
例
及

び
松
前
町
個
人
情
報
保
護

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

要
旨

　

松
前
町
情
報
公
開
条
例

に
お
い
て
、
公
文
書
の
公

開
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
の
範
囲
を
拡
大
す

る
。
ま
た
、個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
の
一
部

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
所
要
の
改
正
を
す
る
も

の
。

問　

公
開
請
求
権
者
と
な
る

「
何
人
も
」
の
改
正
が
今

回
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

ま
た
、改
正
ま
で
の
間
に
、

「
何
人
も
」
に
該
当
す
る

よ
う
な
請
求
は
な
か
っ
た

の
か
。

答　

今
回
の
改
正
は
、法
律

改
正
に
伴
い
、個
人
情
報

の
定
義
を
明
確
に
す
る

こ
と
で
あ
り
、改
正
に
当

た
っ
て
条
例
全
体
を
精
査

し
た
結
果
、
情
報
公
開
請

求
で
き
る
も
の
の
対
象
が

拡
大
さ
れ
た
趣
旨
か
ら
公

開
請
求
権
に
つ
い
て
も
改

正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　

ま
た
、改
正
ま
で
の
間

に
、「
何
人
も
」
に
該
当

す
る
よ
う
な
請
求
は
、無

か
っ
た
。

問　

情
報
公
開
請
求
し
て
か

ら
の
対
応
が
遅
い
と
感
じ

る
が
。

答　

条
例
の
規
定
に
基
づ

き
、請
求
が
あ
っ
て
か
ら

２
週
間
後
の
期
限
を
指
定

し
て
公
開
し
て
お
り
、適

正
に
公
開
で
き
て
い
る
。

　
　

基
本
的
に
は
、可
能
な

限
り
公
開
す
る
よ
う
対
応

し
て
お
り
、公
開
で
き
な

い
情
報
の
基
準
は
、情
報

公
開
条
例
の
規
定
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
（
全
員
一
致
で
可
決
）

③
松
前
町
総
合
計
画
条
例

要
旨

　

松
前
町
の
総
合
計
画
の

策
定
な
ど
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
た
め
、
新

た
に
制
定
す
る
。

問　

地
方
自
治
法
は
、
平
成

23
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る

が
、な
ぜ
こ
の
時
期
に
条

例
制
定
に
な
っ
た
の
か
。

答　

現
在
の
第
４
次
総
合
計

画
は
、平
成
22
年
度
か
ら

平
成
31
年
度
を
計
画
期
間

と
し
て
お
り
、法
律
改
正

は
、
第
４
次
総
合
計
画
策

定
後
に
改
正
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。　
　

　
　

今
後
、
平
成
30
年
度
か

ら
第
５
次
総
合
計
画
の
策

定
準
備
を
予
定
し
て
お

り
、そ
れ
に
伴
い
条
例
制

定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　（
全
員
一
致
で
可
決
）

④
松
前
町
総
合
計
画
審
議
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

要
旨

　

松
前
町
総
合
計
画
審
議

会
の
運
営
の
適
正
化
を
図

る
た
め
、
委
員
定
数
の
変

更
な
ど
、
松
前
町
総
合
計

画
審
議
会
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
。

問　

審
議
会
の
委
員
か
ら
議

員
を
除
い
た
理
由
は
。

答　

議
会
の
議
員
が
附
属
機

関
の
構
成
員
に
な
る
こ
と

は
、法
的
に
禁
止
さ
れ
て

い
な
い
。　
　

　
　

し
か
し
、附
属
機
関
は
、

執
行
機
関
の
諮
問
機
関
的

な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
議
決
機
関
と
執
行
機

関
の
分
立
の
趣
旨
か
ら
除

い
た
。

�

（
全
員
一
致
で
可
決
）

総

務

産
業
建
設
『
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
指
針
』
の
策
定
に
向
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
総
合
計
画
条
例
を
制
定

総
合
計
画
６
つ
の
分
野
目
標

個人情報保護と、情報公開のバランスが…


